
「プロ向けファンド」を販売できる投資家の範囲の見直し 

現
行

 

＋ 

プロ向けファンド 

属性に制限なし 
一般個人も可 

【１名以上】 

金融機関等 

【４９名以内】 

改
正
案

 

＋ 
一般個人 
は不可 

適格機関投資家 

【１名以上】 

・上場会社 

・資本金５千万円超の 
  株式会社 

・上場会社等の子会社・ 
  関連会社 

・年金基金※1 

・富裕層個人※2 

・資産管理会社 

・ﾌｧﾝﾄﾞ運用者の役職員等 

【４９名以内】 

※１  投資性金融資産を１００億円以上保有する厚生年金基金・企業年金基金 

プロ向けファンド 

適格機関投資家 適格機関投資家以外 

適格機関投資家以外 

金融機関等 

※２  投資性金融資産を１億円以上保有する個人投資家 
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